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公立大学法人国際教養大学の中期目標に係る

業務の実績に関する評価について

秋田県地方独立行政法人評価委員会は、地方独立行政法人法第３０条第１項の規定に

基づき、公立大学法人国際教養大学の中期目標（中期目標の期間：平成２２年４月１日

～平成２８年３月３１日）に係る業務の実績について評価を行い、その結果を法人に通

知するとともに、知事に報告しましたので、お知らせします。

【評価結果】 

 ○全体評価調書及び項目別評価結果については、別添のとおりです。 

 ○項目別評価調書については、美の国あきたネットを御覧ください。 

【評価委員会委員長コメント】 

 別紙１を御覧ください。 

【評価基準】 

 別紙２を御覧ください。 

【参  考】 

 秋田県地方独立行政法人評価委員会委員名簿 等 

  別紙３を御覧ください。 
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 全 体 評 価

　 事業の達成状況について

　全体として計画を順調に実施していると認められる。

○教育の質の向上及び充実については、卒業時のＴＯＥＦＬスコアの取得率が年々上昇しており、一定の成果が認められる。目標の達成に向けて更なる取組

　が求められる。

○学生の確保については、一般選抜試験倍率は数値目標を達成しているものの、県内出身入学者数は数値目標を下回っており、達成に向けて更なる取組が求

　められる。また、大学院の収容定員の充足に向けて一層の取組が求められる。

○研究の質の向上及び充実については、「大学の世界展開力強化事業」や「グローバル人材育成推進事業」の採択による取組等により、国外の大学の学生や

　教員との学術交流の促進が行われており、極めて高く評価される。

○地域社会との連携については、東アジア調査研究センター・地域環境研究センターを統合したアジア地域研究連携機構により、調査研究結果の地域への還

　元が引き続き行われることが望まれる。

　 財務状況について

　全体として計画を順調に実施していると認められる。

○「大学の世界展開力強化事業」、「グローバル人材育成推進事業」、「スーパーグローバル大学創成支援事業」などの採択を受け、長期的に外部資金の確

　保が図られていることは評価される。

　 法人のマネジメントについて

　全体として計画を順調に実施していると認められる。

○施設設備の整備については、教育・研究に影響しないように取り組むことが望まれる。

 組織、業務運営等に係る改善事項等について

組織、業務の運営等に関し、特に改善を勧告すべき点はない。

公立大学法人国際教養大学の中期目標に係る業務の実績に関する全体評価調書
（中期目標の期間：平成２２年４月１日～平成２８年３月３１日）
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H22 H23 H24 H25 H26 H27
自己
評価

評価 H22 H23 H24 H25 H26 H27
自己
評価

評価

Ⅰ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅲ 大学経営の改善に関する目標を達成するための措置 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 １　教育の質の向上及び充実 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  １　業務運営の改善及び効率化 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（１）卓越した外国語運用能力の養成 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ （１）組織運営の体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（２）「国際教養」教育の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （２）大学運営の高度化 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　（２）－１　グローバルな教養 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （３）人事の最適化 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　（２）－２　基盤教養教育 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  ２　財務内容の改善 Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ

　（２）－３　専門教養教育 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （１）財政基盤の強化 Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ

　（２）－４　教職課程 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （２）経費の節減 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（３）留学生に対する教育の充実 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  ３　自己点検評価等の実施及び情報公開 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（４）グローバル・コミュニケーション実践に係る専門職大学院教育 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （１）自己点検評価等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 ２　学生の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ （２）情報公開 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（１）県内外からの学生の受け入れ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ  ４　その他業務運営に関する重要事項 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（２）留学生の受け入れ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （１）安全管理体制の整備 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（３）社会人等学生の受け入れ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （２）教育研究環境の整備 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（４）大学院学生の受け入れ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅳ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 ３　学生支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  １　予　　算 Ａ Ａ

（１）学習の支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  ２　収支計画 Ａ Ａ

（２）学生生活の支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  ３　資金計画 Ａ Ａ

（３）進路指導及びキャリア支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅴ 短期借入金の限度額 － － － － － － － －

 ４　研究の質の向上及び充実 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ⅵ 重要な財産の譲渡等に関する計画 － － － － － － － －

（１）「国際教養」教育に資する研究の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ⅶ 剰余金の使途 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（２）研究成果の集積と公表 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅷ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（３）学術交流の促進 Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ｓ Ｓ （１）施設及び設備に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ⅱ 社会貢献に関する目標を達成するための措置 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （２）人事に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 １　教育機関との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（１）地域の学校等との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ （４）その他法人の業務運営に関し必要な事項 － － － － － － － －

（２）県内高等教育機関との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 ２　国際化推進の拠点 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（１）卒業生及び留学生ネットワークの形成 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（２）東アジア交流等の促進 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 ３　地域社会との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（１）多様な学習機会の提供 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（２）地域活性化への支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（３）大学資源の活用と開放 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

項目別評価結果（国際教養大学）

（３）法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

評　　　　　　価　　　　　　項　　　　　　目 評　　　　　　価　　　　　　項　　　　　　目

教育研究に関する目標を達成するための措置

地方独立行政法人法施行細則で定める業務運営に関する事項

　概ね年度計画を実施している。（80％以上100％未満） Ｂ

　年度計画を十分には達成できていない 。（80％未満） Ｃ

　業務の大幅な改善が必要。 Ｄ

評価基準 評価

　特に優れた実績を上げている。　 Ｓ

　年度計画どおり実施している。（100％以上） Ａ
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【別紙１】

公立大学法人国際教養大学の中期目標に係る

業務の実績に関する評価結果について

平成２８年１１月２９日

秋田県地方独立行政法人評価委員会

委員長 西 田 眞

秋田県地方独立行政法人評価委員会は、この度、公立大学法人国際教養大学の中

期目標（中期目標の期間：平成２２年４月１日～平成２８年３月３１日）に係る業

務の実績について評価を実施し、評価結果を取りまとめました。評価に関する委員

長としての所見は次のとおりです。

○ 全体評価については、中期目標に係る業務運営は、全体として概ね順調に実

施されており、特に改善を勧告すべき点はない。

○ 項目別評価については、大項目全てがＡ評価である。

○ 教育の質の向上及び充実については、卒業時のＴＯＥＦＬスコアの取得率が

年々上昇しており、一定の成果が認められる。目標の達成に向けて更なる取組

が求められる。

、 、○ 学生の確保については 一般選抜試験倍率は数値目標を達成しているものの

県内出身入学者数は数値目標を下回っており、達成に向けて更なる取組が求め

られる。また、大学院の収容定員の充足に向けて一層の取組が求められる。

○ 研究の質の向上及び充実については 「大学の世界展開力強化事業」や「グロ、

ーバル人材育成推進事業」の採択による取組等により、国外の大学の学生や教

員との学術交流の促進が行われており、極めて高く評価される。

【お問い合わせ先】

秋田県地方独立行政法人評価委員会

事務局：秋田県総務部総務課
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【別紙２】

業務の実績に関する項目別評価基準について

○評価基準は評価委員会で決定し、評価については項目別評価と全体評価により行う。

項目別評価 … 中期目標及び中期計画に掲げた各項目の達成状況を総合的に勘案し

評価する。

全 体 評 価 … 項目別評価の結果を踏まえ、事業の達成状況、財務状況、法人のマ

、 。ネジメントの観点から 法人の活動全体について定性的に評価する

○項目別評価の評価区分と評価基準

区 分 基 準

Ｓ 特に優れた実績を上げている

中期目標に係る業務を順調に実施している
Ａ

（達成度が１００％以上）

中期目標に係る業務を概ね順調に実施している
Ｂ

（達成度が８０％以上１００％未満）

中期目標に係る業務を十分に実施できていない
Ｃ

（達成度が８０％未満）

Ｄ 業務の大幅な改善が必要である
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【別紙３】

【 参 考 】

○ 秋田県地方独立行政法人評価委員会委員名簿

委 員 長 西 田 眞 国立大学法人秋田大学大学院理工学研究科 教授

株式会社あきぎんリサーチ＆コンサルティング
委員長代理 佐 藤 隆 夫

代表取締役

委 員 北 林 孝 雄 公認会計士

一般社団法人秋田県医師会 副会長
委 員 坂 本 哲 也

医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 統括顧問

一般社団法人秋田県医師会 副会長
委 員 佐 藤 家 隆

佐藤医院 院長

○ 平成２８年度における評価委員会開催実績

日 時 会 議 内 容

第１回評価委員会（国際教養大学の平成２７年度財務諸表及び積立金の
６月２７日

繰越の承認に係る意見についてほか）

７月１４日 第２回評価委員会（年度評価に係る各法人からの事情聴取ほか）

７月２２日 第３回評価委員会（年度評価に係る各法人からの事情聴取ほか）

８月１８日 第４回評価委員会（年度評価の評価協議、評価案の審議ほか）

１０月 ６日 第５回評価委員会（国際教養大学の中期目標に係る業務実績に関する事情

聴取ほか）

１１月 １日 第６回評価委員会（国際教養大学の中期目標に係る業務実績に関する評価

協議、評価案の審議ほか）

○ 地方独立行政法人法

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）

第２８条 略

２ 略

３ 評価委員会は、第１項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、

その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると

認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができ

る。

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同

項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を

設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければな

らない。

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）

第３０条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間におけ

る業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。

、 、 、２ 前項の評価は 当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし 及び分析をし

並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体

について総合的な評定をして、行わなければならない。

３ 第２８条第３項から第５項までの規定は、第１項の評価について準用する。

-6-


